
 

 

長崎県フッ化物洗口推進事業費補助金実施要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条 県はフッ化物応用によるう蝕予防対策を推進するため、予算の定めるところにより、

フッ化物洗口（別途定める「長崎県フッ化物洗口推進事業実施要綱」に基づく事業）を

実施する市町及び私立学校設置者（学校法人）に対し、長崎県フッ化物洗口推進事業費

補助金（以下、「補助金」という）を交付するものとし、その交付については、長崎県

補助金等交付規則（昭和 40年長崎県規則第 16号。以下、「規則」という。）、長崎県

福祉保健部関係補助金等交付要綱（平成 19 年 3 月 30 日長崎県告示第 460 号の 9。以下、

「交付要綱」という）及びこの要綱の定めるところによる。 

 

（事業区分等） 

第 2条 事業区分及び実施主体 

直接実施事業 

①実施主体：市町 

・補助対象施設 公立中学校（義務教育学校後期課程含む） 

 

②実施主体：私立学校設置者（学校法人） 

・補助対象施設 私立中学校（義務教育学校後期課程含む） 

 

（補助対象基準等） 

第 3条 直接実施事業 

   対象経費の基準は、別表の第 2欄に定めるとおりとし、その補助額は、第 3欄に定め

る基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その

他の収入額（保護者負担額がある場合は、これを除く。）を控除した額と比較して少な

い方の額に第 4欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。 

 ただし、算出された額に、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

 ２ 補助対象期間 

   当該年度（4月 1日から翌年 3月 31日）のうち、フッ化物洗口を希望する者の同意を

得たと知事が認めた月から起算した期間を対象とし、その期間を 12で除した値を別表

の第 3欄に定めた期間率とする。 

 



 

 

（申請書に添付すべき書類） 

第 4条 交付要綱第 3条による別に定める期日までに提出する申請書は、次の書類とし、別

に通知する日までに関係書類を提出するものとする。 

(1)長崎県フッ化物洗口推進事業費補助金交付申請書（様式第１号） 

(2)長崎県フッ化物洗口推進事業所要額等内訳及び実施計画書（様式第２号） 

(3)対象経費支出予定額内訳書（様式第３号） 

(4)長崎県フッ化物洗口推進事業計画書（様式第４号） 

(5)歳入歳出等予算抄本（私立中学校除く） 

(6)暴力団排除に係る誓約書（様式第１１号） 

 

（状況報告等） 

第 5 条 交付要綱第 5 条第１項の規定による報告内容並びにその提出期限等は別に通知する。 

 

（事業計画の変更） 

第 6条 交付要綱第 5条第 4項による軽微な変更以外の事業計画変更の承認を受けようとす

る者は、長崎県フッ化物洗口推進事業費補助金変更交付申請書（様式第９号）及び長崎

県フッ化物洗口推進事業計画変更書（様式第１０号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 7条 規則第 13条第 1項の規定による実績報告は、交付要綱第 6条第 2項の規定にかかわ

らず、当該年度の 3月末日までに次の書類により提出するものとする。 

(1)長崎県フッ化物洗口推進事業実績報告書（様式第５号） 

(2)長崎県フッ化物洗口推進事業精算額等内訳及び実績報告書（様式第６号） 

(3)対象経費実支出額内訳書（様式第７号） 

(4)長崎県フッ化物洗口推進事業実施状況（様式第８号） 

(5)歳入歳出決算抄本（私立中学校除く） 

(6)支出証拠書類の写し 

 

２ 知事は前項の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該実績に相当す

る補助金の額を変更する必要がある場合においては、当該実績報告書をもって補助金の

変更交付申請書とみなす。 

 

 

 



 

 

（書類の経由） 

第 8条 規則及びこの要綱の規定により、知事に提出する書類は、所管保健所の長（長崎市

及び佐世保市、私立中学校を除く。）を経由しなければならない。 

   なお、長崎市及び佐世保市、私立中学校は、知事に直接提出しなければならない。 

 

（附則） 

１ この要綱は、平成 25年度の予算に係る長崎県フッ化物洗口推進事業から適用する。 

 

２ この要綱は、平成 26年度の予算に係る長崎県フッ化物洗口推進事業から適用する。 

 

３ この要綱は、平成 28年度の予算に係る長崎県フッ化物洗口推進事業から適用する。 

 

４ この要綱は、平成 29年度の予算に係る長崎県フッ化物洗口推進事業から適用する。 

 

５ この要綱は、平成 30年度の予算に係る長崎県フッ化物洗口推進事業から適用する。 

 

６ この要綱は、平成 31年度の予算に係る長崎県フッ化物洗口推進事業から適用する。 



 

 

（別表） 

1区   分 2対象経費 3基 準 額 4補助率 補助限度額 

フッ化物洗口 

経 費 

フッ化物洗口に必要な薬剤（フッ

化物洗口剤）及び消耗品（薬剤・

消耗品の送付にかかる送料、フッ

化物洗口作成にかかる委託費を含

む）、補助金（対象はフッ化物洗

口剤及び消耗品[薬剤・消耗品の

送付にかかる送料を含む]に限る

。） 

中学校（週１回法） 

１人あたり515円／年間 

515円×実施希望者数 

期間率 

上記の基準額に加え、フッ化物洗口実施時期による下記の期

間率を乗じた金額を基準額とする。 

 

期間率：（フッ化物洗口を実施する月数）／１２ 

 

左記欄を対象 

１／３以内 

予算の範囲内で知

事が定める額 

 



 

 

（様式第 1 号） 

                        年  月  日 

 

長崎県知事 様 

 

                申請者 住所 

                    氏名         印 

 

 

 年度長崎県フッ化物洗口推進事業費補助金交付申請書 

 

  年度において長崎県フッ化物洗口推進事業について、長崎県フッ化物洗口

推進事業費補助金     円を交付されるよう、長崎県補助金等交付規則

（昭和 40 年長崎県規則第 16 号）第 4 条の規定により、次の関係書類を添えて

申請します。 

 

関係書類 

1  年度長崎県フッ化物洗口推進事業所要額等内訳及び実施計画書 

（様式第２号） 

2 対象経費支出予定額内訳書（様式第３号） 

3 長崎県フッ化物洗口推進事業計画書（様式第４号） 

4 歳入歳出等予算抄本（私立中学校除く） 

5 暴力団排除に係る誓約書（様式第１１号） 

 



 

 

（様式第２号） 

  年度長崎県フッ化物洗口推進事業所要額等内訳及び実施計画書 

1 経費所要額調書 

 

 

 

区分 

 

総事業費 
 

収入予定額 
（寄付金その他の収

入も含む） 

 

差 引 額 

（(A)-(B)） 

 

基 準 額 
 

対象経費の

支出予定額

    

 

選定額 

（(D)と(E)の 

いずれ少ない額） 

 

県補助 

基本額 

（F）を選定 

 

県補助 

所要額 

（(G)×補助率） 

 

市町補助 

予定額 

 

県補助 

交付額 
（補助実施のみ(H)と(I)のいずれ

か少ない額、他は(H)） 

 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （Ｊ） 

長崎県フッ化物洗口推進事業           

公立中学校分（補助率1/3）           

私立中学校分（補助率1/3）           

（注） 1 「県補助所要額（Ｈ）」欄に千円未満の端数が生じたときは切り捨てること。 

    2 「収入予定額（Ｂ）」欄には、保護者負担額がある場合は、これを除いた他の収入を記入すること。 



 

 

 
 

対象経費支出予定額内訳書 

１ 支出予定額 

 対象予定人数 基準額 対象経費の支出予定額 

公立中学校分 人 5 1 5円×    人× ／ （期間率）=    円 

公立中学校分計：     円 円 

私立中学校分 人 5 1 5円×    人× ／ （期間率）=    円 円 

合計 人 基準額合計         円  
（①） 

 円 

 

２ 対象経費の支出予定額内訳 

経費区分 
フッ化物洗口直接実施 

支出予定額 積算内訳 

 円  

薬剤費 
（送料を含む） 

  
 
 

消耗品費 
（送料を含む） 

  
 
 

委託費  （委託内訳） 
 
 
 

小  計 ①     

対象外経費 ②  

対象経費の支出予定額の合計（①） 円 

総事業費（①+②）※様式2号の（A）欄に記入 円 

注） 
・複数の実施期間がある場合は、期間率毎に基準額を算出してください。 
・私立中学校は、「フッ化物洗口直接実施」欄に記入してください。 
・薬剤・消耗品の送付にかかる送料は、各経費区分欄に記入してください。各項目において送料を合算してい
る場合は「（送料込）」と記入してください。 

（様式第３号） 



 

 

（様式第４号） 

長崎県フッ化物洗口推進事業計画書 

１ 直接実施 

 対象施設名 実施施設予定数 洗口予定人数 対象生徒数 

１ 公立中学校 校 人 人 

２ 私立中学校 校 人 人 

 

２ フッ化物洗口実施予定施設（①または②の内訳） 

中学校 

中学校名 
インフォームドコンセントの現状 

洗口開始予定日 洗口予定者数／（全生徒数） 
説明の機会 保護者同意 

① 

（新・既： 年度開始） 

 
  H ． ．   人／（   人) 

（新・既： 年度開始） 

 
  H ． ．   人／（   人) 

（新・既： 年度開始） 

 
  H ． ．   人／（   人) 

【私立学校】 

（新・既： 年度開始） 

 

  H ． ．   人／（   人) 

② 上記以外の見込み施設：（      ）施設   人／（   人) 

合計（①施設名称判明分＋②施設見込み分）：（     ）施設   人／（   人) 

 
注） 

※「２．フッ化物洗口実施予定施設（①または②の内訳）」については、別途送付する対象

施設名が記載された様式第 4-3を使用してください。なお、私立中学校は、①欄に記入し

てください。 

※①欄は施設名称が判明している場合、②欄は施設名称が判明している以外に当該年度内で洗

口実施の見込みがある場合記入してください。 

※新規実施は「新」、既存からの実施は「既」に○をつけ、開始年度を記入してください。 

※「インフォームドコンセントの現状」欄は、補助申請時に説明の機会と保護者の同意がなさ

れていたかをチェックする欄です。既に実施済みの場合は「○」をつけてください。今後

予定している場合は、空欄で構いません。なお、実績報告時にこの確認欄で「○」がつか

ない場合は、補助対象外となります。 

※洗口開始日は、当該年度の施設でフッ化物洗口（練習含む）を開始する日を記入してくださ

い。補助の期間算定基準になります。 

※「洗口予定者数／（全生徒数）」欄は、実施施設の洗口対象の生徒に対して、洗口予定者数

の内訳を確認する項目です。 

  



 

 

（様式第５号） 

                         年  月  日 

 

長崎県知事 様 

 

                    住所 

                    氏名         印 

 

 

  年度長崎県フッ化物洗口推進事業実績報告書 

 

 年  月  日付長崎県指令    第  号で交付の決定の通知があった

長崎県フッ化物洗口推進事業について、長崎県補助金等交付規則（昭和 40 年長

崎県規則第 16 号）第 13 条の規定により、その実績を関係書類を添えて報告し

ます。 

 

関係書類 

1  年度長崎県フッ化物洗口推進事業精算額等内訳及び実績報告書（様式第６

号） 

2 対象経費支出内訳（様式第７号） 

3 長崎県フッ化物洗口推進事業実施状況（様式第８号） 

4 歳入歳出決算抄本（私立中学校除く） 

5 支出証拠書類の写し 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第６号） 

  年度長崎県フッ化物洗口推進事業精算額等内訳及び実績報告書 

1 経費精算書 

 

 

 

区分 

 

総事業費 
 

収入額 
（寄付金その他の収

入も含む） 

 

差 引 額 

（(A)-(B)） 

 

基 準 額 
 

対象経費の

実支出額 

   

 

選定額 

（(D)と(E)の 

いずれ少ない額） 

 

県補助 

基本額 

（F）を選定 

 

県補助 

所要額 

（(G)×補助率） 

 

市町補助額 

 

県補助 

交付額 
（補助実施のみ(H)と(I)のいずれ

か少ない額、他は(H)） 

 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （Ｊ） 

長崎県フッ化物洗口推進事業           

公立中学校分（補助率1/3）           

私立中学校分（補助率1/3）           

（注） 1 「県補助所要額（H）」欄に千円未満の端数が生じたときは切り捨てること。 

    2 「収入額（Ｂ）」欄には、保護者負担額がある場合は、これを除いた他の収入を計上すること。 



 

 

 

対象経費実支出額内訳書 

１ 実支出額 

 対象者数 基準額 対象経費の実支出額  

公立中学校分 人 5 1 5 円×   人× ／  （期間率） =     円  

公立中学校分計：      円 円 

私立中学校分 人 5 1 5 円×   人× ／  （期間率） =     円 円 

合計 人  基 準 額 合 計         円  
（①）  

 円  

 

２ 対象経費の実支出額内訳 

経費区分 
フッ化物洗口直接実施  

実支出額 積算内訳  

 円  

薬剤費 
（送料を含む） 

  
 
 

消耗品費 
（送料を含む） 

  
 
 

委託費  （委託内訳） 
 
 
 

小   計 ①     

対象外経費  ②   

対象経費の実支出額の合計（①） 円  

総事業費（①+②）※様 式 2号 の（ A） 欄に 記入  円  

注） 
・複数の実施期間がある場合は、期間率毎に基準額を算出してください。  
・私立中学校は、「フッ化物洗口直接実施」欄に記入してください。  
・薬剤・消耗品の送付にかかる送料は、各経費区分欄に記入してください。各項目において送料

を合算している場合は「（送料込）」と記入してください。  
 
 

（様式第 7 号） 



 

 

 

 

長崎県フッ化物洗口推進事業実施状況 

１ 直接実施 

 対象施設名 実施施設数 洗口実施者数 対象生徒数 

１ 公立中学校 校 人 人 

２ 私立中学校 校 人 人 

 

 

２ フッ化物洗口実施にかかるインフォームドコンセント並びに保護者同意（希

望）の確認状況 

中学校 

中学校名  
インフォームドコンセントの確認  

洗口開始日  同意者数／（全生徒数）  
説明の機会  保護者同意  

（新・既： 年度開始）  

 
  H ． ．   人／（   人) 

（新・既： 年度開始）  

 
  H ． ．   人／（   人) 

（新・既： 年度開始）  

 
  H ． ．   人／（   人) 

【私立学校】 

（新・既： 年度開始）  

 

  H ． ．   人／（   人) 

注） 

※「フッ化物洗口実施にかかるインフォームドコンセント並びに保護者同意（希

望）の確認状況」については、別途送付する対象施設名が記載された様式第 8-3

を使用してください。 

※新規実施は「新」、既存からの実施は「既」に○をつけ、開始年度を記入してく

ださい。 

※「インフォームドコンセントの確認」欄は、説明の機会と保護者の同意がなされ

ていることをチェックする欄です。確認したら「○」をつけてください。「○」

がつかない場合は、補助対象外となります。  

※洗口開始日は、当該年度の施設でフッ化物洗口（練習含む）を開始する日を記入

してください。補助の期間算定基準になります。  

※「同意者数／（全生徒数）」欄は、実施施設の洗口対象の生徒に対して、同意者

数の内訳を確認する項目です。 

（様式第８号） 



 

 

（様式第９号） 

                        年  月   日 

 

長崎県知事 様 

 

                申請者 住所 

                    氏名         印 

 

 

 年度長崎県フッ化物洗口推進事業費補助金変更交付申請書 

 

  年度において長崎県フッ化物洗口推進事業について、長崎県補助金

等交付規則（昭和 40 年長崎県規則第 16 号）第 11 条の規定により、変更

交付を次により申請します。 

 

関係書類 

1 申請額       円 

2 既申請額      円 

3 差引増額      円 

4 長崎県フッ化物洗口推進事業計画変更書（様式第１０号） 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第１０号） 

 

長崎県フッ化物洗口推進事業計画変更書 

 

１ 補助金の変更 

 既申請額 基準額（変更後） 
対象経費の  

交付変更申請額 

公立中学校分 円 5 1 5 円×    人× ／  （期間率） =     円  

公立中学校分計：      円 円 

私立中学校分 円 5 1 5 円×    人× ／  （期間率） =     円 円 

合計 円  基 準 額合 計         円  円  

※対象経費の支出予定額内訳は様式第３号に準じて作成し、添付すること。 

 

 

２ 補助予定対象者数の変更 

 変更前  変更後 

 対象施設 洗口予定人数 /（対象生徒数）  対象施設 洗口予定人数 /（対象生徒数） 

１ 公立中学校 人/（  人） 公立中学校 人/（  人） 

２ 私立中学校 人/（  人） 私立中学校 人/（  人） 

 計 人/（  人） 計 人/（  人） 



 

 

様式第１１号（第４条関係）  ※暴力団排除関係 

 

  年  月  日  

 

 長崎県知事  様 

 

申請者  住所             

氏名         印   

 

 

誓約書 

 

 

 私は、平成  年度長崎県フッ化物洗口推進事業費補助金交付申請を行うに

あたり、次の事項について誓約します。  

 なお、県が必要な場合には、長崎県警察本部に照会することについて承諾し

ます。 

 

 

※ チェック欄（誓約の場合、□ にチェックを入れてください。）  

 

 □ 自己及び本事業実施主体の構成員等は、次のアからウのいずれにも該当す

るものではありません。また、事業実施主体の運営に対し、次のアからウの

いずれの関与もありません。 
 
  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

  イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

  ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの  

 

 □ 補助事業等又は間接補助事業等を行うにあたり、上記アからウに掲げる者

（以下「暴力団等」という。）と契約を締結しません。  

 

 □ 暴力団等をこの事業に係る間接補助事業者にしません。  

 

 □ 暴力団等から不当な要求行為を受けた場合は、速やかに県に報告するとと

もに、警察に通報します。 

 

 

 

 

 

 

※県では、長崎県暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除す

るため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いしています。  


